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「差額請求」とは（「驚きの請求」と呼ばれることも）？
医者やその他の医療機関にかかった時、一定の私費、例えば自己負担金、共同保険、控除額を支払う場合が
あります。医療提供者に診てもらったり、健康保険のネットワークにない医療施設にかかった場合は、追加費
用がかかるか、全額を支払う必要があります。
「ネットワーク外」とは、医療サービス提供のため、あなたの健康保険と契約を結んでいないプロバイダーお
よび医療施設を意味します。ネットワーク外のプロバイダーは、サービスに対して保険で補償される金額と
全額の差額を請求できる場合があります。これは、「差額請求」と呼ばれています。この金額は、同じサービス
の場合でも、ネットワーク内のコストを超える可能性があり、保険の控除可能額または年間の自己負担限度
額にカウントされない場合があります。
「驚きの請求」とは、予期せぬ差額請求を指します。これは、緊急事態が発生した場合や、ネットワーク内の医
療施設で診療の予約をしたが、ネットワーク外のプロバイダーによって予期せぬ治療が施された場合など、誰
がケアに関与するかを管理できない場合に発生する可能性があります。驚きの医療費請求は、治療やサービ
スによっては数千ドルかかる可能性があります。

以下の差額請求からあなたを守ります：
救急サービス
緊急の病状があり、ネットワーク外のプロバイダーまたは医療施設で救急のサービスを受ける場合、最大請
求額は、保険のネットワーク内の費用共同負担額（自己負担、共同保険、控除額など）となります。これらの
救急サービス料金の差額を請求されることはありません。これには、容体安定後に受ける可能性のあるサー
ビスが含まれます。（書面による同意で、容態安定後のサービスに対して差額請求がされないための保護を
放棄する場合を除く）
カリフォルニア州法に関する情報については、以下を参照してください。

病院や通院外科診療所など、ネットワーク内の医療施設での特定のサービス
病院や通院外科診療所などのネットワーク内の医療施設からサービスを受ける場合、特定のプロバイダーが
ネットワーク外である場合があります。このような場合、これらのプロバイダーが請求できるのは、保険のネッ
トワーク内の費用共同負担額です。これは、救急医療、麻酔、病理学、放射線学、検査室、新生児学、外科医助
手、病棟総合医、または集中治療専門医のサービスに適用されます。これらのプロバイダーは、差額を請求す
ることはできず、差額請求の保護を放棄するよう求めることもできません。
これらのネットワーク内の医療施設で他の種類のサービスを利用する場合、書面による同意で保護を放棄し
ない限り、ネットワーク外のプロバイダーは差額を請求できません。

病院や通院外科診療所などのネットワーク内の医療施設で救急医療を受けたり、ネットワーク外のプロバイダーによる
治療を受けた場合、差額請求から保護されます。この場合、保険の自己負担金額、共同保険、および/または控除額を超
えて請求されることはありません。

驚きの医療費請求に対するあなたの権利と保護

https://www.healthcare.gov/glossary/out-of-pocket-costs/
https://www.healthcare.gov/glossary/co-payment/
https://www.healthcare.gov/glossary/co-insurance/
https://www.healthcare.gov/glossary/deductible/


CityofHope.org

25
0
0
0
.N
.4
57

15
.12

21
.J
A
PA

N
ES

E

差額請求の保護を放棄する必要は一切ありません。ネットワーク外のケアを受ける必要もありません。保険
のネットワーク内でプロバイダーまたは医療施設を選ぶことができます。
カリフォルニア州法に関する情報については、以下を参照してください。

残高請求が許可されていない場合は、以下の保護も含まれます：

カリフォルニア州法：カリフォルニア州法には、一般に、ノーサプライズ法（この通知に記載）と同様の差額請求
保護が含まれていますが、差額請求の禁止は、検査室や放射線室などの追加のネットワーク内の医療施設で
受けられるサービスにも適用されます。カリフォルニア州には、保険金請求に関連する問題を解決するための
独自の紛争解決手続きもあります。これには、カリフォルニア州保険局を通じて開始できる不適切な差額請求
書の受領に関するプロバイダーとの紛争が含まれます。
間違った請求が疑われる場合は、連邦政府の「差額または驚きの請求保護法」の施行を担当するHHS No 
Surprises Helpdesk（1-800-985-3059）に連絡してください。連邦政府の電話番号（情報を得る場合や苦情の
申し立て）：1-800-985-3059。連邦法に基づくあなたの権利の詳細については、www.cms.gov/nosurprises/
consumersにアクセスしてください。
紛争解決手続きを開始する方法など、カリフォルニア州法に基づくあなたの権利の詳細については、州に
よる「差額または驚き請求保護法」の施行を担当する保険局ヘルプセンターのウェブサイトwww.insurance.
ca.gov/01-consumers/101-help/index.cfmへアクセスするか、1-800-927-4357まで、お電話でお問い合わ
せください。

本書は、請求書ではありません。あなたは、ネットワーク内での費用共同負担義務に対して、健康保険から
情報を受け取るまで、プロバイダーへのいかなる支払いに対しても責任を負いません。

本通知は、CityofHope.org/nosurprisebillingにおいて、本言語を含む14言語でご利用いただけます。

•	 費用の一部のみを支払う責任があります（自
己負担金額、共同保険、ネットワーク内のプロ
バイダーまたは医療施設に支払う場合の控除
額など）。あなたの健康保険によって、ネットワ
ーク外のプロバイダーや医療施設に直接追加
費用が支払われます。

•	 一般的に、あなたの健康保険では以下が必須
となっています：

o   事前に医療サービスの承認を得ることなく、救
急サービスを補償します（「事前承認」とも呼
ばれます）。

o   ネットワーク外のプロバイダーによる救急サー
ビスを補償します。

o   プロバイダーまたは医療施設に支払うべき金額
（費用共同負担）は、ネットワーク内のプロバ
イダーまたは医療施設に支払う金額に基づい
て、保険給付明細書にその金額を示します。

o   救急サービスまたはネットワーク外の医療サー
ビスに支払う金額を、ネットワーク内の控除可
能および自己負担の最高額にカウントします。

http://www.cms.gov/nosurprises/consumers
http://www.cms.gov/nosurprises/consumers
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.insurance.ca.gov%2F01-consumers%2F101-help%2Findex.cfm&data=04%7C01%7CDmccormick%40mwe.com%7Ca604805a439349e14ebc08d9b77512ff%7C539c611a8032457bb371a99182228eef%7C0%7C0%7C637742535725568419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GLB5bFJfFzZRGCkFcUK8QQoAxgaZJfxiJGZ0DLiioSc%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.insurance.ca.gov%2F01-consumers%2F101-help%2Findex.cfm&data=04%7C01%7CDmccormick%40mwe.com%7Ca604805a439349e14ebc08d9b77512ff%7C539c611a8032457bb371a99182228eef%7C0%7C0%7C637742535725568419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GLB5bFJfFzZRGCkFcUK8QQoAxgaZJfxiJGZ0DLiioSc%3D&reserved=0
http://www.cityofhope.org/nosurprisebilling

